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結果概要 ②

調査目的：

東京商工会議所中小企業委員会は、会員企業の経営実態に即した支援策の実
現を目指し、例年、｢中小企業施策に関する要望｣を国、東京都をはじめ、関係各
方面に提出している。本調査は、中小企業が抱える経営課題等を広く聴取し、要望
事項の取りまとめに供するため会員中小企業・小規模企業者を対象に行ったもの。

調査期間：2018年11月16日～12月7日

調査方法：郵送・メールによる調査票送付／FAX・メール・WEBによる回答

調査対象：会員中小企業・小規模企業者 8,000社

回 答 数 ：1,375社(回答率17.2%)(うち小規模企業者549社（39.9%）)

※小規模企業者の定義：小規模企業振興基本法（第2条第1項）に定義された、おお
むね常時使用する従業員の数20人以下（商業又はサービス業は5人以下）の事業者

※グラフの割合は無回答を除く割合を算出している



回答企業の属性①（業種・業歴・従業員数・資本金）
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28.2%

23.7%

31.3%

17.4%

23.5%

13.3%

25.1%

16.4%

30.8%

6.2%

7.4%

5.3%

23.2%

29.0%

19.3%

合計

小規模企業

中規模企業

【業種】

製造業 建設業 卸売業 小売業 サービス業

(n=812)

(n=544)

(n=1,363)

2.5%

5.4%

0.5%

4.8%

8.2%

2.6%

6.5%

11.9%

2.9%

7.7%

13.2%

4.1%

7.7%

12.6%

4.4%

14.1%

13.2%

14.4%

56.8%

35.6%

71.1%

【業歴】

～5年 ～10年 ～20年 ～30年 ～40年 ～50年 50年超

(n=539)

(n=1,346)

(n=798)

個人事業

主

0.1%

５００万

円以下

9.8%
５００万

円超～１

千万円以

下

27.6%

１千万円

超～３千

万円以下

31.3%

３千万円

超～５千

万円以下

15.5%

５千万円

超～１億

円以下

14.2%

１億円超

～３億円

以下

1.5%

３億円超

0.1%【資本金】

(n=1,361)

0～5人

23.1%

6～20人

31.3%

21～50人

24.4%

51～100

人

13.1%

101～300人

7.7%

301人～

0.4%
【従業員数】

(n=1,364)

③



回答企業の属性②（売上高・海外との取引状況）
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0.7%

1.6%

2.8%

6.6%

0.2%

4.0%

8.4%

1.0%

8.7%

17.5%

2.7%

37.2%

52.9%

26.5%

14.7%

8.6%

18.8%

25.9%

4.0%

40.7%

4.3%

0.4%

7.0%

1.8%

3.1%

合計

小規模企業

中規模企業

【売上高】

１千万円未満 １千万円～３千万円未満 ３千万円～５千万円未満

５千万円～１億円未満 １億円～５億円未満 ５億円～10億円未満

10億円～50億円未満 50億円～100億円未満 100億円以上

(n=1,361)

(n=548)

(n=809)

20.0%

21.8%

1.7%

7.6%

5.9%

66.2%

輸出を行っている

輸入を行っている

海外向けインターネット販売

海外企業と業務委託契約

海外に自社の生産・営業拠点がある

海外との取引は行っていない

【海外との取引状況】

(n=1,660)

(※複数回答可)

海外との取引を行っている

33.8%
（中規模企業 41%、小規模企業 23%）

④



１．経営状況・事業見通し
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収益の状況について、黒字の割合が、全体の6割①を占めており、赤字は全体の11％に留まる。業界の展望について、「縮小見込」が
前回より微増、特に建設業において昨年度から倍増するなど見込みの悪化が目立つ② 。競争環境については、約４割以上が
「激化する」③と回答。事業方針については、「現状維持」が53.0％、次いで「拡大」が33.4％と続く④。

62.3%

52.3%

69.3%

64.7%

68.2%

63.7%

45.2%

57.9%

26.3%

31.8%

22.3%

24.2%

23.7%

24.2%

39.3%

29.6%

11.4%

15.9%

8.4%

11.1%

8.1%

12.1%

15.5%

12.5%

全体

小規模企業

中規模企業

製造業

建設業

卸売業

小売業

サービス業

（１）収益の状況

黒字 収支トントン 赤字

(n=1,360)

(n=547)

(n=807)

(n=380)

(n=236)

(n=339)

(n=84)

(n=321)

(60.5％) (25.5％) (14.0％)

(58.9％) (26.2％) (14.9％)

(65.5％) (27.3％) (7.2％)

(68.7％) (19.9％) (11.4％)

(44.0％) (34.7％) (21.3％)

(56.6％) (26.9％) (16.5％)

①

15.2%

14.6%

14.4%

15.5%

10.7%

17.4%

49.1%

47.8%

47.5%

47.1%

51.2%

53.5%

28.6%

29.8%

30.9%

33.0%

35.7%

19.0%

7.1%

7.8%

7.2%

4.4%

2.4%

10.1%

全体

製造業

建設業

卸売業

小売業

サービス業

（２）業界の中期展望

拡大見込 横ばい 縮小見込 わからない

(n=1,372)

(n=383)

(n=236)

(n=342)

(n=84)

(n=327)

(17.5%) (50.3%) (6.0%)

(14.9%) (53.5%) (27.4%) (4.3%)

(20.6%) (54.6%) (15.6%) (9.2%)

(17.7%) (47.5%)
(30.8%) (4.0%)

(6.7%) (44.0%) (37.3%) (12.0%)

(20.8%) (49.7%) (22.8%) (6.7%)

(26.1%)

②

45.3%

39.7%

44.3%

55.0%

40.5%

43.7%

41.3%

44.1%

40.9%

36.0%

48.8%

41.9%

2.9%

4.7%

3.8%

1.5%

1.2%

2.1%

10.5%

11.5%

11.0%

7.6%

9.5%

12.2%

全体

製造業

建設業

卸売業

小売業

サービス業

（３）業界の競争環境

激化する 横ばい 緩和する わからない

(n=1,373)

(n=383)

(n=237)

(n=342)

(n=84)

(n=327)

(47.9%) (39.7%) (3.0%) (9.5%)

(44.2%) (43.5%) (3.7%) (8.6%)

(42.6%) (43.3%) (3.5%) (10.6%)

(55.5%) (35.8%) (1.3%) (7.4%)

(48.0%) (29.3%) (6.7%) (16.0%)

(46.6%) (40.4%) (2.8%) (10.1%)

③

33.4%

37.5%

29.2%

35.7%

25.0%

31.5%

53.0%

51.6%

56.8%

50.9%

51.2%

54.7%

6.9%

6.3%

5.9%

7.9%

11.9%

6.1%

1.7%

1.0%

1.3%

1.5%

7.1%

1.5%

5.0%

3.6%

6.8%

4.1%

4.8%

6.1%

全体

製造業

建設業

卸売業

小売業

サービス業

（４）貴社の事業方針

拡大 現状維持 縮小 廃業の検討 わからない

(n=1,373)

(n=384)

(n=236)

(n=342)

(n=84)

(n=327)

(33.2%) (55.4%)

(6.5%)

(1.6%)

(3.2%)

(33.8%) (57.6%) (4.3%)

(0.0%)
(4.3%)

(28.4%) (63.1%) (3.5%)
(2.8%) (2.1%)

(38.1%) (52.2%) (7.0%)
(0.7%) (2.0%)

(28.0%) (50.7%) (14.7%)
(4.0%) (2.7%)

(31.7%) (54.2%) (7.3%)

(2.8%)
(3.9%)

④

※括弧内は前回調査結果

⑤



２．売上と事業コストについて
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「売上高」について、約４割が「増加」と回答①に対し、「販売・受注単価」が上昇したと回答した割合は、昨年よりは増えたものの25
％に留まる②。一昨年から「単価」は上昇傾向にあるものの、売上増加の主因は引続き「量」によるものである。事業コストについて
は、人件費、仕入・原材料費、物流コストが１年前と比べて増加した企業は６割を超えている③。一方で、事業コストの価格への転
嫁については、「概ね反映した」企業は1割に留まっている④。

43.4%

41.0%

25.3%

28.5%

32.8%

53.8%

28.1%

26.3%

20.9%

(1)売上高

(2)販売・受注量

(3)販売・受注単価

１年前と比較した売上の状況

増加 不変 減少

(n=1,368)

(n=1,360)

(n=1,359)

(37.6%) (31.6%) (30.9%)

(37.0%) (33.2%)
(29.8%)

(20.2%) (56.9%) (22.9%)

①

②

65.3%

65.6%

68.5%

36.0%

26.7%

27.8%

27.8%

56.8%

8.0%

6.6%

3.6%

7.1%

①人件費

②仕入・原材料費

③物流コスト

④光熱費

１年前と比較した事業コストの変動

増加した 変わらない 減少した

(n=1,356) (58.5%) (31.5%) (9.9%)

(n=1,317)

(n=1,240)

(n=1,293)

③

概ね反映

した

12.3%

一部反映

した

53.1%

全く反映

していな

い

34.6%

費用の増加分の価格への反映について

(n=1,101)

④

※括弧内は前回調査結果

⑥



説明があり保

証をはずした

5.2%

説明があった

17.8%

説明がなかっ

た

50.0%

説明された記

憶はない

12.6%

借入金がない

ので関係ない

14.5%

民間金融機関よりの説明状況

(n=1,338)

②

名称・内容

ともに知っ

ている

16.3%

名称のみ

知っている

32.9%

知らない

50.8%

「経営者保証ガイドライン」の認知度

(n=1,359)

３．経営資源について（金融）：経営者保証・担保等設定状況
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「経営者保証に関するガイドライン」に関する認知度は、５割を切っている①。また、民間金融機関から「説明がなかった」が5割②にの
ぼり、周知状況も含め依然として高いとは言えない。担保等設定状況においては、不動産担保は全体の約5割が設定されている一
方、動産担保の活用は進んでいない③。また中規模企業では約４割、当座貸越が活用④されている 。代表者保証契約については、
信用保証協会付融資では８割、小規模企業では９割⑤以上、プロパー融資ではほぼ８割⑥に代表者保証がついており、小規模事業
者経営改善資金（マル経融資）等の無保証融資を除けば、融資における代表者保証契約の割合は高い状況にある。

全体 小規模企業 中規模企業
不動産担保 49.7% 42.4% 54.8%
動産担保 10.3% 6.5% 12.6%
当座貸越 29.0% 13.6% 39.4%

担保等設定状況　…　「ある」と回答した企業の割合

「経営者保証のガイドライン」
経営者保証を提供せず融資を受ける際や、保証債
務の整理の際の、「中小企業・経営者・金融機関共
通の自主的なルール」として策定・公表されたもの。

58.2%

66.9%

51.2%

28.8%

24.6%

32.1%

13.0%

8.5%

16.7%

全体

小規模企業

中規模企業

代表者保証契約の有無 （信用保証協会付融資）

全部ついている 一部ついている ついていない

(n=931)

(n=426)

(n=496)

47.8%

57.1%

41.1%

30.1%

21.0%

36.6%

22.1%

21.8%

22.4%

全体

小規模企業

中規模企業

代表者保証契約の有無

（信用保証協会付でない融資=プロパー融資）

全部ついている 一部ついている ついていない

(n=870)

(n=371)

(n=492)

77.9％⑥

78.1％

77.7％

①

③

87％

91.5％

⑤

83.3％

④

⑦
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３．経営資源について（金融）②：試算表等作成状況、金融トピック

担保や保証に依らない事業性評価融資の推進にあたって、企業側の対話の基礎情報となる財務書類の作成頻度・状況は、残高
試算表が全体の7割以上① 、資金繰り表は全体の6割が「毎月作成」②していると回答しており、一定の準備状況は整いつつある。
一方で、金融トピックに関する認知度においては、「ローカルベンチマーク」等、対話に必要なツールについての認知度は低い③。

①金融検査マニュアルの廃止
金融庁では、検査・監督基本方針案で、金融機関の経営を細かく点検する際の手
引書「金融検査マニュアル」を2018年度末に廃止することを発表。従来の形式・過
去・部分重視の検査・監督から、企業と金融機関の実質・未来・全体重視の検査・監
督へと変わることが想定されている。

②ローカルベンチマーク
企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツール（道具）として、企業の経
営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話
を行うための基本的な枠組みであり、事業性評価の「入口」として活用されることが
期待されるもの。

③事業性評価融資
決算書の内容や保証・担保のみで判断するのではなく、企業の事業内容や今後の
成長可能性等も評価して行う融資。

④金融仲介機能のベンチマーク
金融機関における金融仲介機能の発揮状況を、客観的に評価する指標。

10.5%

4.3%

11.2%

3.8%

25.1%

17.8%

26.2%

14.1%

64.3%

77.9%

62.6%

82.0%

①金融検査マニュアルの廃止

②ローカルベンチマーク

③事業性評価融資

④金融仲介機能のベンチマー

ク

金融トピックに関する認知度

名称・内容ともに知っている 名称のみ知っている 知らない

(n=1,346)

(n=1,328)

(n=1,333)

(n=1,325)

③

75.9%

64.0%

84.2%

6.8%

11.4%

3.7%

4.3%

7.2%

2.1%

6.6%

8.4%

5.3%

4.4%

6.4%

3.0%

2.0%

2.6%

1.6%

全体

小規模企業

中規模企業

残高試算表の作成頻度

毎月 ４半期毎 半年毎 １年毎 不定期 作成していない

(n=1,355)

(n=545)

(n=804)

62.1%

49.9%

70.5%

7.2%

8.7%

6.2%

3.6%

4.0%

3.2%

5.4%

7.4%

4.0%

9.9%

14.4%

6.8%

11.8%

15.7%

9.2%

全体

小規模企業

中規模企業

資金繰り表の作成頻度

毎月 ４半期毎 半年毎 １年毎 不定期 作成していない

(n=1,326)

(n=529)

(n=791)

②①

⑧



名称・内容

ともに知っ

ている

15.7%

名称のみ

知っている

33.1%

知らない

51.3%

「経営者保証を不要とする保証

の取り扱い」について

(n=1,352)
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３．経営資源について（金融）③：信用保証協会付融資における経営者保証を不要とする保証の取り扱い

昨年4月より信用保証協会にて開始された同制度については、「名称・内容ともに知っている」との回答は2割に満たず①、制度活用
に向けて、金融機関・支援機関等による一層の周知が必要である。また、要件については、「要件が見直されれば、利用したい」・「
複雑・分かり難いので利用しない」の合計は5割を超えており②、事業性評価融資促進の観点からは、「見直しを希望する要件」 ③を
中心に、より利用しやすい制度への改善が求められる。

信用保証協会付融資における「経営者保証を不要とする保証の取り扱い」イ 財務要件型申込人資格要件について

直前の決算において、次の要件を満たすこと。
基準【1】～【3】について、①の要件を満たす中小企業で、②または③の
いずれかを満たし、かつ④または⑤のいずれかを満たすこと。

項目 基準【1】 基準【2】 基準【3】 充足要件

①純資産額 5千万円以上3億円
未満

3億円以上5億円
未満

5億円以上 必須要件

②自己資本比率 20％以上 20％以上 15％以上 ストック要件
（1つ以上充足）

③純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上

④使用総資本事業
利益率

10％以上 10％以上 5％以上 フロー要件
（1つ以上充足）

⑤インタレスト・
カバレッジ・レー
シオ

2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上

②自己資本比率＝純資産の額÷（純資産の額＋負債の額）
×100

③純資産倍率＝純資産の額÷資本金
④使用総資本事業利益率＝（営業利益＋受取利息・受取配

当金）÷資産の額×100
⑤ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｰｼｵ＝（営業利益＋受取利息・受取配
当金）÷（支払利息＋割引料）

出典：東京信用保証協会
「財務要件型無保証人制度の創設について」

現在の要件の

ままでも利用

できる

17.3%

要件が見直さ

れれば、利用

したい

41.4%

複雑・分かり難いので

利用しない

10.8%

新たな借入金は

必要ない

30.5%

「経営者保証を不要とする保証の取り扱い」

の利用・要件

(n=1,329)

1 自己資本比率　（n=243)
2 純資産額　（n=202)
3 使用総資本事業利益率 　（n=138)

「財務要件型」について、基準の引き下
げ・見直しを希望する要件

（複数回答／上位３項目を抜粋）

①

②

③

⑨



手形・売掛金の支払サイト
が長い

21.3%

取引価格
の値下げ
要請 18.5%

大企業の働き方改革によ
る影響 11.1%

課題と感じるもの（n=963）

４．大企業との取引について
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大企業との取引において、何らかの課題を感じている企業は、約半数①に上り、項目別では「手形・売掛金の支払いサイトが長い」
が21.3％ ②と最多になった。また、「大企業の働き方改革による影響」が３位③となっている。

大企業との取引で何らかの
問題・課題を感じている割合

４８．０％
(n=963)

（複数回答／上位３項目を抜粋）

【項目別】

※本設問における大企業の定義…資本金3億円超 または従業員1,000人以上の企業

【参考】未来志向型の取引慣行に向けて(世耕プラン)

取引がある, 

72.9%

取引はない, 

27.1%

大企業との取引の有無

(n=1,338)

(76.7%) (23.3%)

〇施工先の大企業の残業総量規制により、土日休日に施工できる
日数が減ったため、工事完了までの日数が増えてしまっている。

（建設業）

〇取引先である大企業の残業総量規制の影響で、先方で扱いきれ
ない業務により、当社が休日出勤・残業にて対応している。
（製造業）

※2018年度 「中小企業の現状・課題に関するヒアリング」より

【事例】

①

③

②

⑩



19.0%

40.8%

31.9%

17.7%

24.4%

21.6%

63.3％

34.8％

46.5%

小規模

企業者

中規模

企業者

全体

新規設備

投資を行う（既

存改修等含む）

既存設備投資のみ行う 設備投資

を実施しない

(n=803)

(n=543)

(n=1,355)

30.5%

31.9%

30.6%

27.7%

21.6%

22.6%

41.8%

46.5%

46.8%

2019年

予定

2018年

実績

2017年

実績

新規設備

投資を行う（既

存改修等含む）

既存設備投資のみ行う 設備投資

を実施しない

（n=1,150）

（n=1,337）

（n=1,355）53.5％

58.2％

５．設備投資について
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2018年は53.5%が設備投資を実施①。2019年は58.2% ②の企業が設備投資の実施を予定しており、特に既存設備投資が増加傾向
にある。規模別にみると、中規模企業者の65.2%が設備投資を実施したのに対し、小規模企業者は36.7%が設備投資を実施（63.3%
が設備投資を実施していない）と、設備投資の実施割合が逆転している③。

【2017実績、2018年実績、2019年予定】

【2018年実績・回答者事業規模別】

【2018年の設備投資で利用した補助金・税制】

設備投資減税 134件（128件）

IT導入補助金 100件（34件）

ものづくり補助金 82件（62件）

受注型中小企業競争力強化支援事業※東京都 58件

（複数回答／上位４項目を抜粋、括弧内は昨年実績）

①設備投資減税 …対象となる設備導入時に特別（即時）償却ま
たは税額控除が選択で利用できる税制。

②IT導入補助金 …業務効率化や売り上げ向上に資するITツ
ール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入を最大
50万円・補助率1/2まで支援します。

③ものづくり補助金 …認定支援機関と連携して行う生産性
向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を行うための設備投資を最大1,000万円・補助
率2/3まで支援します。

④受注型中小企業競争力強化支援事業【東京都】 …自社の
技術・サービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発
等の取組を最大2,000万円・補助率2/3まで支援します。

36.7％

53.2％

①

②

③

※なお、平成30年度に新設された、「先端設備等導入に伴う固定資
産税３年間ゼロの措置」については、28件の回答があった。

65.2％

⑪



50.8%

28.0%

11.6%

9.7%

活用して

いる

51.3%

今後活用

するつも

りである

20.6%

活用した

いが、活

用できな

い

14.0%

そもそも

活用する

必要がな

い

14.2%

2018年

2017年

①

６．ITの利活用について
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昨年と比べ、ITツールの活用状況は約半数と大きな変化はない①。「IT導入補助金」については「知らなかった」が48.7%、「知ってい
たが申請しなかった」が43.7%②を占める。平成30年度補正予算で上限額が拡充されており、さらに周知を強化すれば制度を利用し
て活用に取り組む企業が増加することが期待される。

【ITツールの活用状況】

2017年 n=1,159

2018年 n=1,346

申請して

採択され

た

6.1%

申請した

が採択さ

れなかっ

た

1.5％

知ってい

たが、申

請しなか

った

43.7%

知らなか

った

48.7% ②

【IT導入補助金】 【IT導入補助金の改善点 ※上位4項目】

n=1,294

1位 申請のしやすさ 61.6%

2位 ハードウェア含めた助成対象等拡大 37.7%

3位 助成金の大幅拡充 31.3%

4位 コンサルティング費用に関して拡大 18.2%

44.5% 46.8%

15.2%
20.6%

23.9% 23.9% 24.8%

1.9%

40.8%

51.1%

11.8%
18.0%

21.7%

28.3%

23.9%

1.8%
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【今後取り組みたい内容】

2017

2018

(n=310)

(n=272)

(※複数回答可)

⑫



改正・内

容ともに

知ってい

る

29.4%

改正のみ

知ってい

る

37.1%

改正・内

容ともに

知らなか

った

33.6%

①

７．事業承継について
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抜本拡充された事業承継税制について、「改正・内容ともに知っている」は約3割①にとどまる。利用する際に5年以内に提出が必要
な特例承継計画の策定については「未定」が40.3%②と最も多い。早期の策定・提出促進が必要。改正に関する情報入手元は「顧問
税理士・公認会計士・弁護士等」が44.3%と最多で、それに「支援機関（商工会議所等）」が35.7%③と続く。

n=1,356

「事業承継税制の改正」
・10年間の時限措置（2018年１月～2027年12月まで）として平成30年度税制改正で
抜本的に拡充されました。
・税制の適用を受けるには、2018年４月から５年以内（2023年３月まで）に「特例承継
計画」を都道府県に提出、10年以内に承継を行う必要があります。

＜ポイント＞
①対象株式数等の上限撤廃により、自社株式承継時の納税負担がゼロ
②雇用維持要件の実質撤廃により納税猶予打ち切りリスクを最小化
③経営環境変化に応じた株価減免制度の創設により、将来の納税不安を軽減
④複数承継の対象化により多様な事業承継を促進

【事業承継税制改正の認知度】

【特例承継計画について】

申請中

1.1%

申請を検

討してい

る

12.7%

よくわか

らない

23.5%
未定

40.3%

関係ない

22.5%

n=1,317

②

44.3%

35.7%

33.0%

14.5%

13.7%

5.7%

顧問税理士・公認

会計士・弁護士等

支援機関（商工会議所等）

金融機関

政府等のパンフ

レット

その他

保険会社

【改正の情報入手元】

n=898

(※複数回答)
③

⑬


